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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　楽曲情報を取得する取得手段と、
　ｎ番目（ｎは自然数）に再生される楽曲であるｎ番目楽曲に関する前記楽曲情報に基づ
いて、ｎ＋１番目に再生される楽曲であるｎ＋１番目楽曲を選曲する選曲手段と、
　前記ｎ番目楽曲及び前記ｎ＋１番目楽曲を含むプレイリストを作成するリスト作成手段
と、
　ユーザが前記選曲手段に望む選曲傾向を入力する第２の入力手段を備え、
　前記選曲傾向は前記プレイリストの進行における曲調の変動を時系列で示すパラメータ
であり、
　前記選曲手段は、前記ｎ番目楽曲に対して前記楽曲情報が所定の類似範囲内にある複数
の候補楽曲を抽出し、前記複数の候補楽曲の中から、前記選曲傾向に基づいて前記ｎ＋１
番目楽曲を選択することを特徴とするプレイリスト作成装置。
【請求項２】
　前記楽曲情報は、楽曲を解析して得られる解析情報を含むことを特徴とする請求項１に
記載のプレイリスト作成装置。
【請求項３】
　前記楽曲情報は、楽曲に付随して記憶されている付随情報を含むことを特徴とする請求
項１又は２に記載のプレイリスト作成装置。
【請求項４】
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　前記選曲手段は、前記ｎ番目楽曲の再生中に、前記ｎ＋１番目の楽曲を選曲することを
特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載のプレイリスト作成装置。
【請求項５】
　前記選曲手段による選曲に利用する前記楽曲情報をユーザに選択可能とさせる入力手段
を更に備えることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載のプレイリスト作成
装置。
【請求項６】
　楽曲情報を取得する取得工程と、
　ｎ番目（ｎは自然数）に再生される楽曲であるｎ番目楽曲に関する前記楽曲情報に基づ
いて、ｎ＋１番目に再生される楽曲であるｎ＋１番目楽曲を選曲する選曲手段によって選
曲を行う選曲工程と、
　前記ｎ番目楽曲及び前記ｎ＋１番目楽曲を含むプレイリストを作成するリスト作成工程
と、
　ユーザが前記選曲手段に望む選曲傾向を入力する工程と、
　前記選曲傾向は前記プレイリストの進行における曲調の変動を時系列で示すパラメータ
であり、
　前記選曲手段は、前記ｎ番目楽曲に対して前記楽曲情報が所定の類似範囲内にある複数
の候補楽曲を抽出し、前記複数の候補楽曲の中から、前記選曲傾向に基づいて前記ｎ＋１
番目楽曲を選択する工程と、
　を備えることを特徴とするプレイリスト作成方法。
【請求項７】
　コンピュータを、
　楽曲情報を取得する取得手段と、
　ｎ番目（ｎは自然数）に再生される楽曲であるｎ番目楽曲に関する前記楽曲情報に基づ
いて、ｎ＋１番目に再生される楽曲であるｎ＋１番目楽曲を選曲する選曲手段と、
　前記ｎ番目楽曲及び前記ｎ＋１番目楽曲を含むプレイリストを作成するリスト作成手段
と、
　ユーザが前記選曲手段に望む選曲傾向を入力する手段と、
　前記選曲傾向は前記プレイリストの進行における曲調の変動を時系列で示すパラメータ
であり、
　前記選曲手段は、前記ｎ番目楽曲に対して前記楽曲情報が所定の類似範囲内にある複数
の候補楽曲を抽出し、前記複数の候補楽曲の中から、前記選曲傾向に基づいて前記ｎ＋１
番目楽曲を選択する手段と、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の楽曲の再生順序情報を含むプレイリストを作成するプレイリスト作成
装置、音響機器装置、プレイリスト作成方法、及びプログラムの技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の装置として、再生する楽曲を自動的に選曲してプレイリストを作成する装置が
知られている。プレイリスト作成時の選曲は、連続再生される楽曲のスムーズな切替えを
実現するために、前後の曲に対するテンポ等の共通性や類似性を判断して行われる。
【０００３】
　例えば特許文献１では、全体制約条件及び時系列思考条件の２つの条件を利用してプレ
イリストを作成する技術が提案されている。また特許文献２では、ユーザ端末から受信し
た選曲情報に基づいてプレイリストを作成するという技術が提案されている。特許文献３
では、ｎ個の楽曲データを用いてｎ！個のプレイリスト候補を作成するという技術が提案
されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－０３９７０４号公報
【特許文献２】特開２００２－０７３０４１号公報
【特許文献３】特開２００９－２０５７５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した各特許文献に係る技術を利用した場合、プレイリストを構成す
る楽曲として設定条件が類似した楽曲ばかりが選択されてしまうおそれがある。このため
、楽曲のスムーズな切替えが実現できたとしても、似たような楽曲ばかりが再生されるこ
とになり、繰り返し聴いているうちに聴き手が飽きてしまうという技術的問題点が生ずる
。
【０００６】
　本発明は、例えば上述した問題点に鑑みなされたものであり、楽曲のスムーズな切替え
を実現すると共に、聴き手に飽きさせない選曲を実行可能なプレイリスト作成装置、音響
機器装置、プレイリスト作成方法、及びプログラムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のプレイリスト作成装置は上記課題を解決するために、楽曲情報を取得する取得
手段と、ｎ番目（ｎは自然数）に再生される楽曲であるｎ番目楽曲に関する前記楽曲情報
に基づいて、ｎ＋１番目に再生される楽曲であるｎ＋１番目楽曲を選曲する選曲手段と、
前記ｎ番目楽曲及び前記ｎ＋１番目楽曲を含むプレイリストを作成するリスト作成手段と
、ユーザが前記選曲手段に望む選曲傾向を入力する第２の入力手段を備え、前記選曲傾向
は前記プレイリストの進行における曲調の変動を時系列で示すパラメータであり、前記選
曲手段は、前記ｎ番目楽曲に対して前記楽曲情報が所定の類似範囲内にある複数の候補楽
曲を抽出し、前記複数の候補楽曲の中から、前記選曲傾向に基づいて前記ｎ＋１番目楽曲
を選択する。
【０００９】
　本発明のプレイリスト作成方法は上記課題を解決するために、楽曲情報を取得する取得
工程と、ｎ番目（ｎは自然数）に再生される楽曲であるｎ番目楽曲に関する前記楽曲情報
に基づいて、ｎ＋１番目に再生される楽曲であるｎ＋１番目楽曲を選曲する選曲手段によ
って選曲を行う選曲工程と、前記ｎ番目楽曲及び前記ｎ＋１番目楽曲を含むプレイリスト
を作成するリスト作成工程と、ユーザが前記選曲手段に望む選曲傾向を入力する工程と、
前記選曲傾向は前記プレイリストの進行における曲調の変動を時系列で示すパラメータで
あり、前記選曲手段は、前記ｎ番目楽曲に対して前記楽曲情報が所定の類似範囲内にある
複数の候補楽曲を抽出し、前記複数の候補楽曲の中から、前記選曲傾向に基づいて前記ｎ
＋１番目楽曲を選択する工程とを備える。
【００１０】
　  本発明のプログラムは上記課題を解決するために、コンピュータを、楽曲情報を取得
する取得手段と、ｎ番目（ｎは自然数）に再生される楽曲であるｎ番目楽曲に関する前記
楽曲情報に基づいて、ｎ＋１番目に再生される楽曲であるｎ＋１番目楽曲を選曲する選曲
手段と、前記ｎ番目楽曲及び前記ｎ＋１番目楽曲を含むプレイリストを作成するリスト作
成手段と、ユーザが前記選曲手段に望む選曲傾向を入力する手段と、前記選曲傾向は前記
プレイリストの進行における曲調の変動を時系列で示すパラメータであり、前記選曲手段
は、前記ｎ番目楽曲に対して前記楽曲情報が所定の類似範囲内にある複数の候補楽曲を抽
出し、前記複数の候補楽曲の中から、前記選曲傾向に基づいて前記ｎ＋１番目楽曲を選択
する手段として機能させる。
【００１１】
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　本発明の作用及び利得は次に説明する発明を実施するための形態から明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例に係る音響機器装置のハード構成を示すブロック図である。
【図２】実施例に係る音響機器装置のソフト構成を示す機能ブロック図である。
【図３】実施例に係る音響機器装置のプレイリスト作成時の動作を示すフローチャートで
ある。
【図４】先頭楽曲を決定するための選曲条件の設定方法を示す概念図である。
【図５】ｎ＋１番目楽曲を決定するための選曲条件の設定方法を示す概念図である。
【図６】速度シナリオの設定方法を示す概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本実施形態に係るプレイリスト作成装置は上記課題を解決するために、楽曲情報を取得
する取得手段と、ｎ番目（ｎは自然数）に再生される楽曲であるｎ番目楽曲に関する前記
楽曲情報に基づいて、ｎ＋１番目に再生される楽曲であるｎ＋１番目楽曲を選曲する選曲
手段と、前記ｎ番目楽曲及び前記ｎ＋１番目楽曲を含むプレイリストを作成するリスト作
成手段とを備える。
【００１４】
　本実施形態に係るプレイリスト作成装置は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit
）等の各種演算回路や、ＲＯＭ（Read Only Memory）及びＲＡＭ（Random Access Memory
）等の記憶媒体を含んで構成される。また、プレイリストに含まれる楽曲データを保存す
るための大容量ストレージ等を備えて構成されてもよい。
【００１５】
　本実施形態に係るプレイリスト作成装置の動作時には、先ず取得手段によって、楽曲が
有している楽曲情報が取得される。なお、ここでの「楽曲情報」とは、連続再生される楽
曲の共通性や類似性を判断するためのパラメータであり、例えば楽曲のジャンルやテンポ
等が挙げられる。楽曲情報は、例えば楽曲データの解析や楽曲の付随データ等から取得で
きる。楽曲情報は、１種類のパラメータで足りるが、複数種類のパラメータが取得されて
も構わない。なお、楽曲情報は、全ての楽曲について取得されずともよい。
【００１６】
　楽曲情報が取得されると、選曲手段によって、ｎ番目楽曲の楽曲情報に基づきｎ＋１番
目楽曲（即ち、ｎ番目楽曲の次に再生される楽曲）が選曲される。より具体的には、例え
ば楽曲のジャンルがｎ番目楽曲と同一である楽曲や楽曲のテンポがｎ番目楽曲に近い楽曲
等が、ｎ＋１番目楽曲として選曲される。
【００１７】
　ｎ＋１番目楽曲が選曲されると、リスト作成手段によって、ｎ番目楽曲及びｎ＋１番目
楽曲を含むプレイリストが作成される。プレイリストは、ｎ番目楽曲及びｎ＋１番目楽曲
の２曲のみを含むものであってもよいし、それ以外の楽曲（例えば、ｎ＋１番目楽曲以降
に再生されるｎ＋２番目楽曲やｎ＋３番目楽曲等）を含むものであってもよい。なお、ｎ
＋１番目楽曲以降に再生される楽曲については、ｎ＋１番目楽曲をｎ番目とみなすことで
順次選曲できる。具体的には、ｎ＋１番目楽曲の楽曲情報に基づいてｎ＋２番目の楽曲を
選曲でき、ｎ＋２番目楽曲の楽曲情報に基づいてｎ＋３番目の楽曲が選曲できる。
【００１８】
　上述のように、ｎ番目楽曲の楽曲情報に基づいてｎ＋１番目楽曲を選曲すれば、連続再
生される複数の楽曲の再生順序を好適に決定できる。ここで特に、プレイリストの各楽曲
は、前曲の楽曲情報に基づいて選曲されるため、プレイリストを用いて楽曲を連続再生す
る場合に、楽曲の切替わりを適切なものとできる。具体的には、連続して再生される２の
楽曲は互いに楽曲情報が類似する楽曲となるため、例えばクロスフェード等のミキシング
処理をして楽曲を連続再生する場合に、スムーズで違和感ない切替わりを実現できる。
【００１９】
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　また本実施形態では特に、各楽曲が原則として前曲の楽曲情報にのみ基づいて選曲され
る（即ち、原則として前曲の楽曲情報以外には拘束されずに選曲される）ため、プレイリ
スト全体で見た場合に、楽曲情報が互いに類似する楽曲ばかりが選曲されてしまうことを
防止できる。具体的には、ｎ＋１番目楽曲は直前のｎ番目楽曲と楽曲情報が類似する楽曲
として選曲され、ｎ＋２番目楽曲は直前のｎ＋１番目楽曲と楽曲情報が類似する楽曲とし
て選曲されるが、ｎ＋２番目楽曲は必ずしもｎ番目楽曲と楽曲情報が類似する楽曲として
は選曲されない。よって、似たような楽曲ばかりが再生され、聴き手が飽きてしまうこと
を好適に防止できる。
【００２０】
　以上説明したように、本実施形態に係るプレイリスト作成装置によれば、楽曲のスムー
ズな切替えを実現すると共に、聴き手に飽きさせない選曲を実行可能である。
【００２１】
　なお、ｎ番目楽曲がプレイリストの最初に再生される楽曲である場合、直前に再生され
る楽曲が存在しないため、ｎ番目楽曲を前曲の楽曲情報に基づいて決定することができな
い。このため、プレイリストに含まれる最初の１曲は、他の楽曲とは異なる方法で決定さ
れる（例えば、完全にランダムに決定されてもよいし、ユーザが直接指定してもよい、或
いはユーザが指定した条件に基づいて決定されてもよい）。
【００２２】
　本実施形態に係るプレイリスト作成装置の一態様では、前記楽曲情報は、楽曲を解析し
て得られる解析情報を含む。
【００２３】
　この態様によれば、例えばｎ楽曲を解析して得られるテンポや拍タイミング等に基づい
てｎ＋１番目楽曲が決定されるため、ｎ番目楽曲からｎ＋１番目楽曲への切り替わりを違
和感ないものとできる。なお、解析情報を得るための解析処理は、取得手段によって実行
されてもよいし、装置外部において実行されてもよい。即ち、プレイリスト作成装置自身
が解析処理をしてもよいし、装置外部での解析処理の結果として解析情報のみを取得して
もよい。
【００２４】
　本実施形態に係るプレイリスト作成装置の他の態様では、前記楽曲情報は、楽曲に付随
して記憶されている付随情報を含む。
【００２５】
　この態様によれば、例えばｎ番目楽曲に付随して記憶されるメタデータ等に含まれるテ
ンポやジャンル等に基づいてｎ＋１番目楽曲が決定されるため、ｎ番目楽曲からｎ＋１番
目楽曲への切り替わりを違和感ないものとできる。また、予め記憶されている付随情報を
そのまま用いることができるため、比較的容易に楽曲情報の取得が行える。
【００２６】
　本実施形態に係るプレイリスト作成装置の他の態様では、前記選曲手段は、前記ｎ番目
楽曲の再生中に、前記ｎ＋１番目の楽曲を選曲する。
【００２７】
　この態様によれば、ｎ番目楽曲の再生中にはｎ＋１番目楽曲のみが選曲され、ｎ＋１番
目楽曲以降に再生される楽曲（即ち、ｎ＋２番目楽曲やｎ＋３番目楽曲）の選曲は実行さ
れない。このように選曲すれば、プレイリストが楽曲の再生中に順次作成されるため、リ
アルタイム感を好適に演出できる。また、予め多くの楽曲を選曲することが求められない
ため、選曲処理が集中して実行されることに起因する装置負担の増加を軽減できる。この
ような負担軽減の効果は、例えば再生曲が途中で変更されることに伴うプレイリストの再
作成を実行する場合に顕著に発揮される。
【００２８】
　本実施形態に係るプレイリスト作成装置の他の態様では、前記選曲手段による選曲に利
用する前記楽曲情報をユーザに選択可能とさせる入力手段を更に備える。
【００２９】
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　この態様によれば、ユーザが楽曲情報を選択できるため、ユーザの意思を介在させた選
曲を実行でき、ユーザが所望するプレイリストを好適に作成できる。なお、ユーザは楽曲
情報として複数の情報を選択することも可能である。
【００３０】
　本実施形態に係るプレイリスト作成装置の他の態様では、前記選曲手段は、前記ｎ番目
楽曲に対して前記楽曲情報が所定の類似範囲内にある複数の候補楽曲を抽出し、前記複数
の候補楽曲の中から、ランダムに前記ｎ＋１番目楽曲を選択する。
【００３１】
　この態様によれば、ｎ＋１番目楽曲の選曲時には、先ずｎ番目楽曲に対して楽曲情報が
所定の類似範囲内にある複数の候補楽曲が抽出される。なお、ここでの「所定類似範囲」
とは、楽曲を連続再生する際に自然な楽曲の切り替わりを実現できる程度に楽曲情報が類
似していることを判定するために予め設定される範囲である。所定類似範囲は、装置の製
造時に設定されてもよいし、ユーザによって設定されてもよい。
【００３２】
　複数の候補楽曲が抽出されると、その候補楽曲の中からランダムにｎ＋１番目楽曲が選
択される。なお、ここでの「ランダムに選択する」とは、楽曲情報には基づかずに選択す
るという趣旨であり、完全なランダムでなくとも構わない。
【００３３】
　上述したようにｎ＋１番目楽曲を選曲すれば、自然な楽曲の切り替わりを実現しつつ、
似た楽曲ばかりが選曲されてしまうことを効果的に防止できる。具体的には、例えば楽曲
情報の共通度又は類似度が最も高い楽曲ばかりが選択されることを回避できるため、楽曲
情報が適切な範囲内でばらつくような楽曲群が選曲される。従って、聴き手に飽きさせな
いようなプレイリストを作成することができる。
【００３４】
　本実施形態に係るプレイリスト作成装置の他の態様では、ユーザが前記選曲手段に望む
選曲傾向を入力する入力手段を更に備え、前記選曲手段は、前記ｎ番目楽曲に対して前記
楽曲情報が所定の類似範囲内にある複数の候補楽曲を抽出し、前記複数の候補楽曲の中か
ら、前記選曲傾向に基づいて前記ｎ＋１番目楽曲を選択する。
【００３５】
　この態様によれば、ｎ＋１番目楽曲の選曲時には、先ずｎ番目楽曲に対して楽曲情報が
所定の類似範囲内にある複数の候補楽曲が抽出される。
【００３６】
　そして、複数の候補楽曲が抽出されると、その候補楽曲の中からユーザ入力する選曲傾
向に基づいてｎ＋１番目楽曲が選択される。なお、ここでの「選曲傾向」とは、ユーザが
再生したいと考える楽曲の時系列での傾向変動を示すパラメータであり、例えば徐々に盛
り上がるように楽曲が切り替わっていくような傾向や、徐々に落ち着くように楽曲が切り
替わっていくような傾向、或いは一度盛り上がった後に落ち着くように楽曲が切り替わっ
ていく傾向等が挙げられる。
【００３７】
　上述したようにｎ＋１番目楽曲を選曲すれば、自然な楽曲の切り替わりを実現しつつ、
選曲の最終段階でユーザの意思を介在させてプレイリストを作成できる。このため、ユー
ザが所望するプレイリストを好適に作成できる。
【００３８】
　本実施形態に係る音響機器装置は上記課題を解決するために、楽曲情報を取得する取得
手段と、ｎ番目（ｎは自然数）に再生される楽曲であるｎ番目楽曲に関する前記楽曲情報
に基づいて、ｎ＋１番目に再生される楽曲であるｎ＋１番目楽曲を選曲する選曲手段と、
前記ｎ番目楽曲及び前記ｎ＋１番目楽曲を含むプレイリストを作成するリスト作成手段と
、前記プレイリストにおいて連続して再生される２の楽曲を、ＢＰＭ及び拍タイミングの
少なくとも一方が同期するようにミキシングして出力する出力手段とを備える。
【００３９】
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　本実施形態に係る音響機器装置によれば、上述したプレイリスト作成装置と同様に、ｎ
番目楽曲の楽曲情報に基づいてｎ＋１番目楽曲が選曲される。このため、楽曲のスムーズ
な切替えを実現すると共に、聴き手に飽きさせない選曲を実行可能である。
【００４０】
　また、プレイリストにおいて連続して再生される２の楽曲が、ＢＰＭ及び拍タイミング
の少なくとも一方が同期するようにミキシングして出力される。このため、作成したプレ
イリストを用いて楽曲を再生する場合に、より自然な楽曲の切り替わりを実現できる。
【００４１】
　なお、本実施形態に係る音響機器装置においても、上述したプレイリスト作成装置の各
種態様と同様の各種態様を採ることが可能である。
【００４２】
　本実施形態に係るプレイリスト作成方法は上記課題を解決するために、楽曲情報を取得
する取得工程と、ｎ番目（ｎは自然数）に再生される楽曲であるｎ番目楽曲に関する前記
楽曲情報に基づいて、ｎ＋１番目に再生される楽曲であるｎ＋１番目楽曲を選曲する選曲
工程と、前記ｎ番目楽曲及び前記ｎ＋１番目楽曲を含むプレイリストを作成するリスト作
成工程とを備える。
【００４３】
　本実施形態に係るプレイリスト作成方法によれば、上述したプレイリスト作成装置と同
様に、ｎ番目楽曲の楽曲情報に基づいてｎ＋１番目楽曲が選曲される。このため、楽曲の
スムーズな切替えを実現すると共に、聴き手に飽きさせない選曲を実行可能である。
【００４４】
　なお、本実施形態に係るプレイリスト作成方法においても、上述したプレイリスト作成
装置の各種態様と同様の各種態様を採ることが可能である。
【００４５】
　本実施形態に係るプログラムは上記課題を解決するために、コンピュータを、楽曲情報
を取得する取得手段と、ｎ番目（ｎは自然数）に再生される楽曲であるｎ番目楽曲に関す
る前記楽曲情報に基づいて、ｎ＋１番目に再生される楽曲であるｎ＋１番目楽曲を選曲す
る選曲手段と、前記ｎ番目楽曲及び前記ｎ＋１番目楽曲を含むプレイリストを作成するリ
スト作成手段として機能させる。
【００４６】
　本実施形態に係るプログラムによれば、上述したプレイリスト作成装置と同様に、ｎ番
目楽曲の楽曲情報に基づいてｎ＋１番目楽曲が選曲される。このため、楽曲のスムーズな
切替えを実現すると共に、聴き手に飽きさせない選曲を実行可能である。
【００４７】
　なお、本実施形態に係るプログラムにおいても、上述したプレイリスト作成装置の各種
態様と同様の各種態様を採ることが可能である。
【００４８】
　本実施形態に係るプレイリスト作成装置、音響機器装置、プレイリスト作成方法、及び
プログラムの作用及び他の利得については、以下に示す実施例において、より詳細に説明
する。
【実施例】
【００４９】
　以下では、図面を参照して本発明の実施例について詳細に説明する。
【００５０】
　＜装置構成＞
　先ず、本実施例に係る音響機器装置のハード構成について、図１を参照して説明する。
ここに図１は、実施例に係る音響機器装置のハード構成を示すブロック図である。
【００５１】
　図１において、本実施例に係る音響機器装置１００は、楽曲データ及び映像データを再
生可能な装置として構成されており、大容量ストレージ１１０、ＣＰＵ１２０、画像処理
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回路１３０、ＬＣＤ（Liquid Crystal Monitor）１４０、ＲＯＭ１５０、ＲＡＭ１６０、
サウンド処理回路１７０及びスピーカ１８０を備えて構成されている。
【００５２】
　大容量ストレージ１１０は、例えばハードディスク等の記録媒体を含んで構成されてお
り、音響機器装置１００において再生する楽曲データ及び映像データ等を記憶している。
【００５３】
　ＣＰＵ１２０は、音響機器装置１００全体の動作を制御可能なコントローラユニットと
して構成されている。
【００５４】
　画像処理回路１３０は、映像データを再生するための各種処理を実行可能に構成されて
おり、処理した映像データをＬＣＤ１４０に出力する。ＬＣＤ１４０は、画像処理回路１
３０から入力された映像データに応じた映像を表示可能なディスプレイとして構成されて
いる。
【００５５】
　ＲＯＭ１５０及びＲＡＭ１６０は、音響機器装置１００において扱う各種情報を適宜記
憶可能に構成された記録媒体であり、記憶した情報を必要に応じて各種部位に出力する。
【００５６】
　サウンド処理回路１７０は、楽曲データを再生するための各種処理を実行可能に構成さ
れており、処理した楽曲データをスピーカ１８０に出力する。スピーカ１８０は、サウン
ド処理回路１７０から入力された楽曲データに応じた音声を出力可能に構成されている。
【００５７】
　次に、本実施例に係る音響機器装置のソフト構成について、図２を参照して説明する。
ここに図２は、実施例に係る音響機器装置のソフト構成を示す機能ブロック図である。
【００５８】
　図２において、本実施例に係る音響機器装置１００は、楽曲データ記憶部２１０、楽曲
情報抽出部２２０、楽曲情報記憶部２３０、選曲制御部２４０及び再生制御部２５０を備
えている。
【００５９】
　楽曲データ記憶部２１０は、例えば上述した大容量ストレージ１１０として構成され、
楽曲データを楽曲情報抽出部２２０、選曲制御部２４０及び再生制御部２５０に出力可能
とされている。
【００６０】
　楽曲情報抽出部２２０は、楽曲のメタデータ（例えば、再生の長さ等）を抽出する楽曲
メタデータ抽出部２２１、楽曲の小節及び拍位置を検出する楽曲小節・拍位置検出部２２
２、及び楽曲のテンポを検出する楽曲テンポ検出部２２３を備えている。楽曲情報抽出部
２２０は、楽曲データ記憶部２１０に記憶されている楽曲データのタグ情報や楽曲解析処
理の結果等から楽曲に関する各種データを抽出し、楽曲情報記憶部２３０へ出力可能とさ
れている。
【００６１】
　楽曲情報記憶部２３０は、楽曲のメタデータを記憶する楽曲メタデータ記憶部２３１、
楽曲の小節及び拍位置を記憶する楽曲小節・拍位置記憶部２３２、及び楽曲のテンポを記
憶する楽曲テンポ検出部２３３を備えている。楽曲情報記憶部２２０は、楽曲情報抽出部
２２０で抽出された楽曲に関する各種情報を記憶し、適宜選曲制御部２４０に出力可能と
されている。
【００６２】
　選曲制御部２４０は、プレイリストを構成する楽曲を選曲する際の条件を指定する選曲
条件指定部２４１、及び選曲条件に基づいてプレイリストを作成するプレイリスト作成部
２４２を備えている。選曲制御部２４０は、楽曲情報記憶部２３０に記憶されている楽曲
情報を適宜利用してプレイリストを作成し、作成したプレイリストを再生制御部２５０へ
と出力可能とされている。
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【００６３】
　再生制御部２５０は、再生テンポ制御部２５１、ミキシング処理部２５２及びエフェク
ト処理部２５３を備えている。再生テンポ制御部２５１は、必要に応じて再生テンポの制
御を行いながら、プレイリストに含まれる楽曲を再生する。また、再生楽曲が切り替わる
部分では、音楽が途切れることのないように、前曲及び次曲を部分的にミックスさせなが
ら再生する。ミキシング処理部２５２は、必要に応じて、前曲及び次曲のテンポ、並びに
小節・拍位置が互いに揃うように制御を行う。エフェクト処理部２５３は、ミキシング処
理を行うミックス区間におけるクロスフェード等のエフェクト処理を行う。
【００６４】
　＜動作説明＞
　次に、本実施例に係る音響機器装置の動作について、図３から図６を参照して説明する
。ここに図３は、実施例に係る音響機器装置のプレイリスト作成時の動作を示すフローチ
ャートである。また図４は、先頭楽曲を決定するための選曲条件の設定方法を示す概念図
であり、図５は、ｎ＋１番目楽曲を決定するための選曲条件の設定方法を示す概念図であ
る。図６は、速度シナリオの設定方法を示す概念図である。なお、以下では、本実施例に
係る音響機器装置の動作のうち、本発明と関連の深いプレイリスト作成処理について詳細
に説明し、他の一般的な動作については適宜説明を省略するものとする。
【００６５】
　図３において、本実施例に係る音響機器１００によるプレイリストの作成時には、先ず
プレイリストの最初に再生される先頭楽曲が決定される（ステップＳ１０１）。先頭楽曲
は、例えばユーザが指定する選曲条件に基づいて決定される。
【００６６】
　図４に示すように、ユーザは先頭楽曲を決定するための選曲条件として、例えばジャン
ル及び基準テンポを設定することができる。この場合、先頭楽曲は、ユーザが指定した基
準テンポに合致し、且つユーザが指定したジャンルである楽曲の中からランダムで決定さ
れる。なお、先頭楽曲は、選曲条件によらずにランダムに決定されてもよいし、ユーザに
よって直接選択されてもよい。
【００６７】
　図３に戻り、決定された先頭楽曲は、次曲を選曲する際の基準となるｎ番目楽曲として
設定される（ステップＳ１０２）。ｎ番目楽曲が設定されると、ｎ番目楽曲の楽曲情報が
取得される（ステップＳ１０２）。楽曲情報としては、例えば楽曲のテンポ、拍位置、ジ
ャンル等が挙げられる。楽曲情報は、楽曲データのメタデータ等から得られる情報であっ
てもよいし、楽曲データの解析によって得られる情報であってもよい。また、複数種類の
楽曲情報が取得されても構わない。
【００６８】
　ｎ番目楽曲の楽曲情報が取得されると、取得された楽曲情報に基づいて複数の候補楽曲
が抽出される（ステップＳ１０４）。例えば、楽曲情報としてテンポを利用する場合、ｎ
番目楽曲のテンポに対して、テンポが一定の範囲（例えば、±１０％）内のテンポである
楽曲が候補楽曲として抽出される。また、範囲内の楽曲が極端に少ない場合には、範囲を
広げて（例えば、±１５％として）再び抽出処理を行うようにしてもよい。
【００６９】
　図５に示すように、基準テンポは数値的な範囲として具体的に設定されてもよい。図に
示す例ではテンポの下限値が１２０ＢＰＭに設定され、上限値が１３０ＢＰＭに設定され
ているため、テンポが１２０ＢＰＭから１３０ＢＰＭの範囲内である楽曲が候補楽曲とし
て抽出される。
【００７０】
　再び図３に戻り、複数の候補楽曲が抽出されると、選曲傾向が入力されているか否かが
判定される（ステップＳ１０５）。ここでの選曲傾向とは、例えばプレイリストの進行に
おける曲調の変動を時系列で示す速度シナリオ等のパラメータとしてユーザに設定される
。なお、ここでの曲調とは、楽曲の調子を表すパラメータであり、例えば明るい楽曲又は
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暗い楽曲、激しい楽曲又は落ち着いた楽曲等のように各楽曲を分類可能とするパラメータ
である。曲調は、例えばテンポやジャンル等の楽曲情報に基づいて決定できる。
【００７１】
　図５において、速度シナリオは、例えば予め設定された複数のシナリオから、所望のシ
ナリオを選択することで決定できる。例えば図に示すように、曲調が一定となるシナリオ
、徐々に盛り上がるシナリオ、盛り上がった後落ち着くシナリオ、徐々に落ち着くシナリ
オ等が選択できる。このように選択的に速度シナリオを入力可能とすれば、ユーザが選曲
傾向を入力する負担を効果的に低減できる。
【００７２】
　図６において、速度シナリオは、ユーザが自由に設定可能とされてもよい。具体的には
、ユーザは、入力画面に曲調の盛り上がりを示す曲線を描くことで速度シナリオを決定す
る。なお、図に示す曲線は、縦軸が曲調の盛り上がり、横軸が時間を示している。このよ
うに速度シナリオを入力可能とすれば、ユーザが所望する選曲傾向をより詳細に設定する
ことができ、極めて好適な選曲を実現することが可能となる。
【００７３】
　図３に戻り、上述した選曲傾向が入力されている場合（ステップＳ１０５：ＹＥＳ）、
選曲傾向に基づいて、候補楽曲の中からｎ＋１番目楽曲が選択される（ステップＳ１０６
）。具体的には、速度シナリオで示された曲調の変化を実現するのに最も適した楽曲が選
択される。一方で、選曲傾向が入力されていない場合（ステップＳ１０５：ＮＯ）、候補
楽曲の中からランダムにｎ＋１番目楽曲が選択される（ステップＳ１０７）。なお、ラン
ダムにｎ＋１番目楽曲を選択する場合であっても、選択対象が候補楽曲に限られているた
め、不適切な楽曲が選択されることはない。
【００７４】
　ｎ＋１番目楽曲が選択されると、選択された楽曲の総数が設定曲数（即ち、プレイリス
トに含まれるべき楽曲数）に達しているか否かが判定される（ステップＳ１０８）。ここ
で、総曲数が設定曲数に達していない場合（ステップＳ１０８：ＮＯ）、直前に選択され
たｎ＋１番目楽曲が新たなｎ番目楽曲に設定され（ステップＳ１０９）、ステップＳ１０
３以降の処理が再び実行される。このようにすれば、選択されたｎ＋１番目楽曲以降に再
生される楽曲（即ち、ｎ＋２番目楽曲やｎ＋３番目楽曲等）を順次決定できる。そして、
総曲数が設定曲数に達すると（ステップＳ１０８：ＹＥＳ）、選択された複数の楽曲を含
むプレイリストが作成される（ステップＳ１１０）。
【００７５】
　なお、上述した一連の処理は、典型的には楽曲が再生される前に行われるものであるが
、楽曲の再生中に実行されても構わない。即ち、楽曲を再生しつつ、以降に再生される楽
曲を適宜選択するような態様で実現されても構わない。
【００７６】
　以上のようにプレイリストを作成すれば、プレイリストに含まれる各楽曲を、直前に再
生される楽曲の楽曲情報に基づいて決定できる。このため、プレイリストを利用して楽曲
を再生する場合に、スムーズな楽曲の切り替わりを実現できる。具体的には、ｎ番目楽曲
の次に再生されるｎ＋１番目楽曲は、ｎ＋１番目と楽曲情報が類似した楽曲として選択さ
れているため、楽曲情報が大きく異なる楽曲への切り替わりが実行されることによる違和
感を低減できる。
【００７７】
　また本実施例に係る音響機器装置１００では、ｎ番目楽曲からｎ＋１番目楽曲への切り
替わりが、クロスフェードを利用したミキシング処理によって実現される。具体的には、
ｎ番目楽曲がｎ＋１番目楽曲に切り替わるミックス区間において、ｎ番目楽曲がフェード
アウトすると共に、ｎ＋１番目楽曲がフェードインするようにミックスされる。更に、ｎ
番目楽曲とｎ＋１番目楽曲とは、拍位置が同期するようにミックスされる。このようにミ
キシング処理を実行して楽曲を切替える場合には特に、上述した楽曲の切り替わりタイミ
ングにおける違和感を低減するという効果は顕著に発揮される。
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【００７８】
　本実施例では更に、プレイリストに含まれる各楽曲が、原則として前曲の楽曲情報にの
み基づいて選曲される（即ち、原則として前曲の楽曲情報以外には拘束されずに選曲され
る）ため、プレイリスト全体で見た場合に、楽曲情報が互いに類似する楽曲ばかりが選曲
されてしまうことを防止できる。よって、似たような楽曲ばかりが再生され、聴き手が飽
きてしまうことを好適に防止できる。
【００７９】
　以上説明したように、本実施例に係る音響機器装置１００によれば、楽曲のスムーズな
切替えを実現すると共に、聴き手を飽きさせないプレイリストを作成することが可能であ
る。
【００８０】
　本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、特許請求の範囲及び明細書全体
から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような
変更を伴うプレイリスト作成装置、音響機器装置、プレイリスト作成方法、及びプログラ
ムもまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００８１】
　１００　音響機器装置
　１１０　大容量ストレージ
　１２０　ＣＰＵ
　１３０　画像処理回路
　１４０　ＬＣＤ
　１５０　ＲＯＭ
　１６０　ＲＡＭ
　１７０　サウンド処理回路
　１８０　スピーカ
　２１０　楽曲データ記憶部
　２２０　楽曲情報抽出部
　２２１　楽曲メタデータ抽出部
　２２２　楽曲小節・拍位置検出部
　２２３　楽曲テンポ検出部
　２３０　楽曲情報記憶部
　２３１　楽曲メタデータ記憶部
　２３２　楽曲小節・拍位置記憶部
　２３３　楽曲テンポ記憶部
　２４０　選曲制御部
　２４１　選曲条件指定部
　２４２　プレイリスト作成部
　２５０　再生制御部
　２５１　再生テンポ制御部
　２５２　ミキシング処理部
　２５３　エフェクト制御部
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